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第137回産業統計部会 議事録 

 

１ 日 時 令和８年４月10日（金）10:02～12:13 

 

２ 場 所 総務省第二庁舎６階特別会議室及びＷｅｂ会議 

 

３ 出席者 

【委  員】 

西郷 浩（部会長）、會田 雅人、二村 真理子 

【臨時委員】 

小西 葉子、清水 千弘、松下 東子 

【専門委員】 

  川崎 玉恵、小針 美和 

【審議協力者】 

千葉県、静岡県 

【調査実施者】 

農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課：道菅課長ほか 

【事務局（総務省）】 

阿南大臣官房審議官 

統計委員会担当室：谷本室長、赤谷次長、松井政策企画調査官 

政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室：川原統計審査官ほか 

 

４ 議 題 農業経営統計調査の変更について 

 

５ 議事録 

○西郷部会長 それでは、ただ今から第137回産業統計部会を開催いたします。 

 皆様、お忙しい中、また、強風の中、御参集いただきましてありがとうございます。 

 昨年10月に統計委員会委員などの任命替えが行われましたが、それに伴いまして、産

業統計部会の部会長を務めることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は前にも統計委員会に所属しておりまして、その際にも産業統計部会に所属して部会

長なども務めておりました。ただ５年以上のブランクもございますので、何とか務めを果

たせるように努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本部会では、去る３月26日、第227回統計委員会で諮問を受けまして、今後、農業経営

統計調査、俗に農経調と呼ばれている調査ですけれども、それから、経済産業省生産動態

統計調査、いわゆる生動、そして、経済産業省特定業種石油等消費統計調査、俗称で石消

というふうに言っていますけれども、この３つの調査について、並行して審議していただ

きます。 

 私自身も、３つの諮問案件を同時に審議するというのは初めての経験になりますけれど
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も、特に御参加いただく皆様方には、大変な御負担をおかけいたします。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 本日は、そのうち農経調の第１回ということになりますけれども、これまでどおりこち

らの会場、対面型の会場とウェブで御参加いただく方々との併用で会議を進めてまいりま

す。ウェブで御参加いただく場合には、ネットワーク等の条件で、途中音声が聞きづらい

など不具合が生じる場合もあるかと思いますけれども、その際は、是非御遠慮なく、こち

らにお知らせいただければと思います。 

 先ほど、統計委員会の任命替えがあったと申しましたけれども、本部会の構成員につい

ては、参考１として名簿をお配りしておりますので、御参照ください。以前から、この部

会に構成員として参加していただいていた、會田委員、二村委員、それから、小西臨時委

員、そして清水臨時委員につきましては、引き続き御協力のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 また、今回から新たに、松下臨時委員、川崎専門委員が経常的に参加されることとなり

ました。では、今回初めて御参加となる方々から、順に御挨拶をお願いできればと思いま

す。 

 まず、松下臨時委員よろしくお願いいたします。 

○松下臨時委員 松下でございます。地域みらいブレインリンクという、地域創生をする

会社に、野村総合研究所とＪＲ東日本が作ったジョイントベンチャーですけれども、そち

らに野村総合研究所から参加させていただいております。 

 野村総合研究所時代には、マーケティングということで、各種、公的統計を扱わせてい

ただきました。あと特に、今回の農業経営統計調査のようなところもそうですけれども、

今は地域の皆様と一緒に地域創生の活動をしておりまして、昨日も正に千葉の農家さんの

ところとか、おとといも仙台の農家さんのところに行ってまいりまして、本当に自分事と

して捉えながらデータのお話を、双方の経験から見させていただければと思っております。

引き続きよろしくお願いいたします。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。 

 次に、川崎専門委員、よろしくお願いいたします。 

○川崎専門委員 御紹介ありがとうございます。青山学院大学経済学部の川崎でございま

す。 

 私は、経済学部の所属ではあるのですが、理学部の応用数学出身で、専門は数理統計学

と多変量解析、中でも欠測値であったりとか、外れ値や正規性とかそういった理論的なと

ころが専門です。４年ほど前の国土交通省の事案から公的統計にも関わらせていただくよ

うになり、今回このような御縁がございまして、御一緒させていただきます。少しでもお

力になれればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。 

 さらに、本調査の審議におきましては、農業全般に関する知見が必要ということから、

農林中金総合研究所の小針主席研究員にも、専門委員として御参加いただいています。小

針専門委員は、実は、私は以前の部会でも御一緒したことがあるのですけれども、以前か
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ら農経調や作物統計調査の部会審議に都度、御参加いただいておりまして、今回も是非、

御協力していただきたいということで、特別に参加していただくことになりました。 

 それでは、小針専門委員からも御挨拶をいただければと思います。 

○小針専門委員 農林中金総合研究所の小針と申します。よろしくお願いします。 

 私は、今、西郷部会長からありましたけども、初めにこの統計調査に関わったのが

2011年からで、15年ほど継続して関わらせていただいております。今回もよろしくお願

いいたします。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。どうぞ御協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 それから本日は、委員改選後最初の部会開催となりますので、統計委員会令の定めに基

づきまして、部会長代理を指名させていただきます。部会長代理には、私の方から二村委

員にお願いしたいと考えておりますが、二村委員、いかがでしょうか。 

○二村委員 二村でございます。御指名をいただきましたので、謹んでお引き受けいたし

ます。よろしくお願い申し上げます。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、審議の方に入ってまいりますが、その前に審議の進め方等について、３点ほ

ど私の方から最初に申し上げます。 

 ３点ございまして、審議の進め方、それからスケジュール、そして、本日の審議に関し

てですけれども、まず１点目は、審議の進め方ですけれども、これはほかの部会でもそう

だと思いますけれども、資料２の審査メモを事務局の方で事前に御用意いただいておりま

すので、その審査メモに沿って、事務局から審査状況と議論すべき論点を説明してもらっ

た後に、資料３に基づきまして調査実施者である農林水産省から論点に対する回答を披露

していただいて、それに基づいて、質疑応答という形で進めていきたいと考えています。

審議の過程で説明されている資料や議論になっている資料については、随時、事務局の方

で画面に表示していただきます。 

 ２点目ですけれども、スケジュールに関してです。参考２の資料にもありますとおり、

この部会は、一応３回で審議するということになっているのですけれども、先ほど申しま

したように、３つの諮問案件が並行して審議されているということもございますので、一

応のスケジュールとして、できれば、今日中に議論すべき主要な議論というのを尽くさせ

ていただいて、２回目の部会で一通りの審議を終えて、答申案のおおよその方向性につい

て御了解が得られるようであれば、３回目の部会に関しては、例えば、書面で答申案を確

認するというような形で、できるだけ効率的に議論をし、もちろん発言を控えていただき

たいということを申し上げているわけではなくて、できるだけ効率的に審議をして、皆様

の御負担を少なくしようと考えておりますので、そのようにしていただければと思います。 

 最後に３点目です。本日は12時までの予定で皆さんに御案内しております。先ほど言

いましたように、できるだけ今日は議論すべき点というのを、主要な議論というのは済ま

せておきたいということもありますので、予定の時間、12時を若干過ぎるというような

可能性もございます。そのような場合には、あらかじめ予定されていたことがありました
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ら退席していただいて構いませんので、是非、そのようにお考えいただければと思います。 

 また、事務局からも１点、連絡事項があるということですので、よろしくお願いいたし

ます。 

○徳田総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官付主査 事務局でございます。本

日配布している資料のうち、資料１－２の諮問の正式資料について、一言申し上げたいと

思います。 

 今回審議していただく農業経営統計調査の生産費調査につきましては、農畜産物ごとに

計16種類の調査票を用いて行われていたのですが、今回はレイアウトの一新と、全ての

調査票についてレイアウトの全面見直しが行われます。そして、変更後の調査票は１種類

につき40ページを超えるものが多数含まれます。 

 農林水産省から総務省に提出された申請書類では、これら全ての調査票及び、新旧対照

表が含まれていることから、申請書類を一式そろえますと、前例のないことでございます

けれども、1,600ページを超えるという膨大なページ数でございます。 

 一方で、変更内容は各調査票において共通する部分も多く、米・小麦・牛乳の３種類の

調査票を使えば、調査票や調査事項の変更が実質的に網羅できます。 

 そこで、限られた時間の中で効率的かつ効果的に御審議をいただく観点から、資料１－

２につきましては、今、申し上げた３種類の調査票に関する部分に絞って配布しておりま

す。それでも300ページを超えるものになっておりますが、何とぞ御容赦いただければと

思っております。 

 なお、1,600ページを超える申請書類の全体版につきましては、本件を諮問した際の統

計委員会のホームページに掲載しております。 

 事務局からは、以上でございます。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、審議に入りたいと思います。資料１、諮問の概要につきましては、先月の統

計委員会の場でも説明がございましたので、時間の節約のために、この場での説明の繰り

返しは割愛させていただきます。 

 なお、本件が諮問された統計委員会において、出席委員から御発言がございましたので、

これについて、事務局の方から御紹介をいただきます。 

○川原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 事務局でございます。正式な議

事録は現在作成中でございますので、部会の審議に資するために便宜整理したものではご

ざいますが、御報告をさせていただきます。 

 １点目でございますけれども、福田委員から、調査票の改善は方向性として賛同するが、

オンライン回答の推進を目標としているので、オンライン回答を進める工夫が必要ではな

いかという御意見を頂戴しております。 

 農林水産省の回答をここに書いてないので、簡単に御報告いたしますと、本調査は、な

かなか報告者の方の難度が高いということもあって、聞き取りをしながら調査を実施して

いることから、なかなかオンライン回答というのが、現在は実績としてはないということ

のようでございます。その上で、調査票の改善を今回実施しているということではありま
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すが、オンライン回答はハードルが高いということをお答えいただいている状況でござい

ます。 

 ２点目が、後藤委員でございますけれども、調査事項の必要性、非常に調査項目が多岐

にわたりますので、その必要性をどう判断しているのかということと、あと、報告者が自

ら記入するのがなかなか難しいということですが、非常に内容が細かいので、政策利用上

の必要性について委員会が直接言及することは避けるべきというということではありつつ

も、報告者負担への配慮というのが必要ではないかということで、活用が乏しい部分は削

除した方がよいのではないかという御意見をいただいております。 

 それに対する農林水産省からの御回答としては、交付金算定などに使用されているとい

うこともあり、これまで、この調査をずっと継続的に実施しておりますので、現行は、こ

のような調査事項になっているという事情を御説明いただいた上で、今回は調査項目の見

直しなどもされているということではありますが、必要性に応じて検討されているという

ことを、委員会の場では御回答いただいているものと承知をしております。 

 事務局からの紹介は、以上でございます。 

○西郷部会長 ありがとうございます。委員会で示された御意見につきましては、今後の

審議の中で考慮してまいりたいと思います。 

 それでは、個別事項の審議に入ります。本日、御議論いただく内容は大きく分けると２

つございまして、１つが、報告者の選定の方法ないしは数の変更という点と、もう１つが、

調査票・調査事項の変更という点がございます。 

 まずは、報告者の選定に関する変更について、審議をしてまいりたいと思います。この

中が、また２つに分かれておりまして、まずは報告者数の変更です。それから、報告者の

選定手順の見直しと２つ項目がございます。それぞれ順番に審議してまいります。 

 それでは、まず、審査メモの２ページ、（１）母集団情報の更新及び目標精度の見直し

等による報告者数の変更について、事務局から審査メモに基づきまして説明をお願いいた

します。 

○松本総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官付調査官 事務局でございます。

それでは、資料の方を御覧ください。まず、報告者数の変更でございます。 

 こちらに係る審査状況でございますけども、生産費調査は、直近の農林業センサスから

得られる情報を母集団とし、そこから選定した報告者に対して、原則として５年間継続し

て回答を求めております。 

 現在は、2020年農林業センサスを母集団として選定された報告者に対して、令和４年

から８年調査まで継続して回答いただいているということで、審査メモの方では、この５

年間の調査を一連のものとして捉えまして、基準となるセンサスの年次を用いた体系とい

うように整理してございます。この場合ですと、2020年農林業センサス体系ということ

で、資料の方には記載してございます。 

 続きまして、イのところでございますけども、生産費調査の報告者の選定でございます

が、基本的な手順はこちらに記載のとおり、まず、品目ごとに目標精度を定め、それを達

成するために必要な報告者数を算出すると。その上で、規模階層別、農業地域別に配分し
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て無作為抽出を行うという流れになってございます。 

 なお、目標精度の指標には、こちらの注にございますとおり、資本利子・地代全額算入

生産費の標準誤差を用いています。これは、農産物の生産にかかった正味の費用に、自己

資本利子と自作地地代を全額加えた生産費ということでございます。 

 続きまして、ウの方でございますけども、本件申請では、母集団情報を最新の2025年

農林業センサスに更新するとともに、一部の品目の目標精度を見直すことで、図表１のと

おり、報告者数を削減する計画でございます。 

 品目別の詳細については、こちらの別添１の方を御覧いただきたいと思います。少し画

面だと見づらいかもしれませんけども、御容赦いただきたいと思います。 

 こちらの別添１ですけども、下の方の注１にございますとおり、目標精度を変更した品

目、これは黄色の塗り潰しとしてございます。黄色以外のところは、目標精度は変わって

ないということでございます。これを見ながら、この報告者の変動について、３点御説明

いたします。 

 １点目ですが、目標精度は変わらないにもかかわらず、報告者数が大きく変動している

ものがあるということで、例えば米です。上の方の、個別経営体の方の米ですけども、こ

ちらは、98減少となっていまして、同じく米で、下の方で組織法人経営体の方、こちら

の米も78減っていると。それから、少し上の方に行って牛乳のところになりますけど、

こちらも52減っているということでございます。 

 それから２点目として、目標精度が上がる場合、普通は報告者数が増えると考えられま

す。今回は、なたねの目標精度が上がっております。真ん中辺りのところです。ただ、目

標精度は上がっているのですけども、報告者数としては、現行のものよりも９減少となっ

ております。 

 ３点目として、逆に目標精度が下がる場合。普通は、報告者数が減ると考えられますけ

ども、実際に真ん中に原料用かんしょ、それから、下の方の組織法人経営体での小麦、大

豆。こちらの報告者数は減少しているのですけども、上下して恐縮ですが、上の方に行っ

て、はだか麦、こちらの報告者数は変わらず、それから、六条大麦については、現行計画

よりも11増加となっているということでございます。このように報告者数の変動は、品

目ごとに複雑になっているということでございます。 

 審査メモの本文に戻っていただきまして、オのところになります。今回、予定されてい

る変更についてですが、母集団情報の更新については、最新の情報を用いて統計を作成す

るというもので適当と考えております。 

 報告者数の見直しについては、かなり負担の大きな調査であり、また、母集団自体が縮

小傾向にあることから、調査への協力依頼の困難さ、これが増しているという状況につい

ては理解します。しかしながら今回の変更を見ますと、目標精度が変わっていない中で報

告者数が縮小しているものが多いというところで、理解しづらい部分もあるということで、

今回の報告者数の設定の考え方を確認するため、こちらの枠囲みに記載のとおり、大きく

２つの論点を立てております。 

 事務局からの説明は、以上でございます。 
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○西郷部会長 どうもありがとうございます。それでは、ただ今の説明に対しまして、調

査する側、調査実施者の方から、御説明をよろしくお願いいたします。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 農林水産省統計部経営・構造統計

課長の道菅と申します。本日は、よろしくお願いいたします。 

 ただ今の論点につきまして、資料３の御説明をさせていただきます。 

 まず、報告者数の見直しに係ります基本的な考え方についてございますが、本調査、そ

の対象となります各品目の報告者数は、まず、１つに、当省が設定する目標精度。それか

ら、直近３年間の調査結果におけるばらつき。具体的な標準偏差でございますが、これら

によって機械的に決まるところでございます。 

このうち、当省によります目標精度の設定につきましては、まず１つに、交付金算定、

それから分析、このような利活用上の必要な品質を確保するという観点。これは、サンプ

ルサイズが大きい方が、品質が良くなるというところになるわけですけども、もう一つの

観点として、母集団の縮小が進む中で報告者の確保も含め適切に調査を実施すること。こ

れは、すなわち逆にサンプルサイズが大きくなると、そもそも報告者の確保が難しくなっ

て、適切に調査が実施できなくなるおそれが出てくるのではないか、そういったこれらの

観点を考慮し、そのバランスの中で決定をしているものでございます。 

 その上で、個別の論点のまず１つ目、目標精度に変更がない中、報告者数が変動してい

る品目について。これらにつきましては、以下の表にございますとおり理由をそれぞれ整

理してございます。 

 まず１つ目、米（個別経営体）、それから小麦（個別経営体）等々がございますが、こ

れらにつきましては、直近３年間のばらつきが小さかったということで、報告者数が減少

したところでございます。なお、この中で米につきましては、政策的なニーズも踏まえま

して、今回は目標精度とは別に、より細かく規模階層別の精度の基準を新たに設定はして

いるところでございますが、それをもっても結果として、報告者数は減少しているという

ところでございます。 

 それから次に、そば、原料用ばれいしょ、交雑種肥育牛、こちらでございますけれども、

こちらは逆に直近３年間のばらつきが大きかったということで、報告者数が増加をしてい

るものでございます。 

 さらに、大豆の個別経営体、それからその他の残りの畜産物でございますが、これらに

つきましては、母集団が小さくなってきているという中で標本抽出率、これは母集団の大

きさと報告者数の比率でございますが、この標本抽出率の上昇等によりまして、報告者選

定の困難化を避けると。このために規模階層、あるいは地域別に設定しております、その

精度の基準を引き下げる、このようなことを行うことによりまして、報告者数が減少した

ものでございます。 

 次に、２つ目の目標精度が上がっている中、そういった中にあっても報告者数が減少し

ている品目についてでございますが、これはなたねが該当しておるのですけれども、なた

ねは、直近３年間のばらつきが小さかったことがあって、仮に従前の目標精度を維持した

場合には、報告者数が著しく小さくなり過ぎてしまうと。これを試算しますと、従前は
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45のところが、27に減少するということになりますので、その場合は、やはり利用者の

調査結果への信頼性に疑義が生じかねないというふうに判断いたしまして、今回、目標精

度を引き上げることによりまして、報告者数の減少幅を抑制し、結果、報告者数を45か

ら36への減少にとどめることにしたということでございます。 

 最後に、目標精度が下がっている中で報告者数が拡大をしている品目についてでござい

ますが、こちらの六条大麦が該当しておるのですけども、直近３か年のばらつきが大きか

ったこと。そこで、仮に従前の目標精度を維持した場合に報告者数が大きく増加をし、結

果、報告者の選定の困難化が懸念されるということで、今回、目標精度を引き上げること

によりまして、報告者数の増加の幅を抑制し、結果、報告者数は47から58への増加にと

どめることとしたという、このようなことでございます。 

 以上でございます。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、ただ今の御説明に関しまして、質疑応答に入りたいと思いますけれども、何

か御質問等ございますか。フロアからでも、ウェブからでも、いずれでも。 

 それでは、清水臨時委員、よろしくお願いいたします。 

○清水臨時委員 ありがとうございます。今の御説明で納得するところはありましたとい

うところなのですが、もちろん機械的に行っていらっしゃるということなので、分散が小

さくなってくれば、一定の精度を担保すればサンプルサイズを小さくしてもいいというと

ころは、すごく納得のいくところでした。 

 １点、少し１つ、私はこの統計に詳しくないので、お教えいただきたいのですけども、

５年間こういう方針で決めますということで、農業センサスの中から標本を選んできて調

査をしていらっしゃいましたと。 

 今回は、過去３年間の調査結果を見て、そこの標本から計算されたばらつきの中から、

今回の調査標本を決定されているということなのですが、これは毎年これを変えていらっ

しゃるのか。一度決めて５年間はその標本をずっとパネル的に見ているということではな

くて、というような気がしていたのですけども、毎年数を変えて、アンバランスドパネル

みたいな形になって作られている統計なのかどうかというのが、少し気になったというと

ころなのですが、これは毎年度に変えていらっしゃるものでしょうか。 

○西郷部会長 すみません。私も同じところを少し疑問というか、質問しようと思ってい

たので、今の清水臨時委員の質問にかぶせるような形で同じ点を伺いたいと思います。 

 今、清水臨時委員が御指摘になったように、ルートＮ分のシグマというべきか、Ｎ分の

シグマ２乗というべきか。サンプルサイズの大小だけではなくて、もともとの母集団にお

ける分散ないしは、その推定値の大小によっても、必要とされるサンプルサイズというの

は変わってくると。 

 例えば、目標精度を上げたにもかかわらずサンプルサイズが逆に減るというようなこと

は、おそらくシグマ２乗とかそっちの分散の変化ということが、最終的にそのような帰結

になっていると思うのですけれども、問題は、シグマ２乗の推定というのは、どれぐらい

安定的だろうかということだと思います。 
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 清水臨時委員の御懸念は、直近３年間ぐらいでそれをぱかぱか変えるということになる

と、毎回毎回サンプルサイズが大きく変動するということになって、かえって実務上も、

あるいは理論上もあまり、もう少し賢明なやり方というのがあり得るのではなかろうかと

いうことで、御質問なさったのだと思います。 

 要は、直近３年間の分散の推定値だけを頼りにしてサンプルサイズを決めるというやり

方が、本当に安定的な結果をもたらすのかどうかということを、過去の経験とかそのよう

なところから教えていただけないかというのが、多分、清水臨時委員の聞きたいことだっ

たと思いますけど、そのような形でよろしいでしょうか。 

○清水臨時委員 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○西郷部会長 それでは、何か御回答をよろしくお願いいたします。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 すみません。もし少し御質問の趣

旨を正確に私が認識できてなければ、少しまた改めてとなるのかもしれないですが、まず、

この標本設計自体は５年に１回行うこととなります。毎年毎年行うものではなくて、５年

ごとに公表されます農林業センサスの結果をベースにしながら、かつ、その調査の直近３

年の結果、そこでのバランスばらつきも見ながら、５年に１回標本設計を行うこととなり

ます。 

 その際には目標精度、それから直近３年のばらつきによって、まず、全体としてどれほ

どのサンプルサイズが必要かということをまずピン留めをし、あとは地域別、規模別、そ

この母集団の構造に照らして標本を配置していくという形で行っておりますので、そうい

った全体の数、さらに階層ごとの配分、これはもう一定で５年間は行っております。 

 あとは、調査実務の中では、そういった形で標本を標本として選定された方々は、どう

しても途中で、毎年毎年脱落をされる。例えば、経営をやめる方もいらっしゃいますので、

そういった方が生じた場合には、そういった方の代わりとなる方、同じような経営をされ

ている方を探してきて、代わりに補充するという形で行っておりますし、そういった形で

の客体の入れ替わりということはございますが、基本的な建付けとして、標本というのは

そういった形で行っているところでございます。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。清水臨時委員、今の御説明でいかがですか。 

○清水臨時委員 理解しました。きっと、先ほどの規模と地域で層を分けて、その中の分

散が一番小さくなるように設計されていかれるということですから、母集団の裏側のとこ

ろの数が小さくなってくると、少し動くだけでも大きく誤差が出てしまうので、それで、

先ほどは50幾つかの製品のところの入替えが大きかったというところも理解ができまし

たので、大丈夫です。ありがとうございました。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、川原審査官。 

○川原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 今の御説明で、皆さんに御理解

いただいているのかもしれませんが、念のための確認ですけれども、この調査は先ほど説

明したとおり、令和４年から８年まで報告者を固定されているということなのですけれど

も、今回、報告者数を変更した上で実施する調査というのは、令和９年以降の新しい部分
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だと理解すればよろしいでしょうかというのが１点と、あと、直近３年の結果というコメ

ントをいただいているのですが、これは生産費調査、この調査の３年分の結果から作って

いるのでしょうかという、すみません、少し若干素人的な質問で恐縮なのですが、念のた

めの確認でございます。 

○西郷部会長 よろしくお願いいたします。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 まず１点目、御指摘のとおり、今

回見直した標本設計、それに基づく調査は令和９年調査ということになりますので、現行

の体系で行っているのが、直近だと今は令和６年のところまで行っていますので、令和７

年調査、８年調査をやったその次の調査から切り替わるということになります。 

 それから、もう一つは何でしたっけ。 

○川原総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 直近３年の元データが何かなと

いう。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 標本設計の際に用います過去の直

近３年のばらつきにつきましては、正にこの調査で、その対象品目の調査、そこでの調査

結果のばらつきに着目をして行っているものでございます。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、別の質問の方に移りたいと思いますけれども、今の観点とは少し別の質問が

ございましたら、よろしくお願いいたします。それでは、小針専門委員、よろしくお願い

いたします。 

○小針専門委員 御説明ありがとうございます。念のための確認ですけれども、これは、

多分この５年、10年の間と非常に農業構造が大きく変化して、母集団自体は、すごく大

きく変化していく10年だと思います。 

 今回はこれでいいと思うのですけれども、やはりその変化が大きい中で、これは次の宿

題になると思うのですけれども、どのようにしていくのかというのは、検討する必要があ

ると思うというのが、意見として１点です。 

 そのときに、多分それぞれの品目によって、かなりその変動の仕方みたいなものも変わ

ってきて、どうしても細かい品目に分かれるので、その点も踏まえて検討が必要になって

くるかなと思います。 

 以上です。コメントです。 

○西郷部会長 それでは、今、何か御回答になるところはありますか。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 ありがとうございます。従前、５

年ごとに見直しをしてということで行ってきたわけでございますが、今後ということを考

えたときに、基本的には、今現時点においては、１つの目安としては従前どおり５年ごと

ということは、我々の想定としては置いているところでございますが、正に確かに御指摘

がございましたとおり、農業構造、特にそれは、そもそも経営者の方が減っていくという

こともあれば、規模感で一部のウエイトが大きいところが移動していくとか、そういった

ことも、今後ますます進んでいくと思います。 

 また、それは、品目によってもかなり状況が違うと思いますので、今後とも、やはりそ
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ういった状況もよく見ながら、毎年毎年よく考えていくということだと思います。確かに

それは、１つの考え方として重要だと思う一方で、もし仮にそれを、本当に小刻みに標本

設計をし直して、そうすると標本の選定も改めて行って、入れ替えてということになって

くると、当然それは私どもの調査実務という面においても、それから、御協力をお願いす

る報告者との関係においても負担を伴う話ではございますので、そういったことも、当然

考慮しながらということにはなるのですが、小針専門委員からの御指摘の点は、しっかり

と踏まえながら考えていきたいと思っております。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。ほかにございますか。 

 川崎専門委員、よろしくお願いいたします。 

○川崎専門委員 どうもありがとうございます。 

 私も少しよく分かっていないところが多く恐縮なのですが、教えてください。資料２の

上の方、生産費調査に係る２ページの審査状況イの、生産費調査に係る報告者の選定方法

に関する手順がここには書かれており、①では全国ベースの目標精度を定め、その次は地

域に関して書かれているかと思います。これに対して先ほど御説明がありました、資料３

に関する御回答の変動要因の箇所を拝見しますと、規模階層の精度や、地域別の精度が書

かれており、ここまでの全体的な目標精度という言葉自体は、おそらく全国ベースを指し

ているのかとは思うのですが、それ以外に地域別の精度と、規模別の階層での精度の話が

入り組んでいるように見受けられます。 

 あとは、直前の小針専門委員からの御発言にも重複しますが、全国ベースの精度以外に、

例えば地域規模に関してそれぞれ個別に、ここの地域の精度は維持するとか、逆にここの

地域の精度は緩和するとか、何かそういった議論というのは既にされているのでしょうか。

教えていただけますと幸いです。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。制約条件のかけ方の問題だと思うのですけ

れども、全国だけではなくて、ほかの層とか細かい層に関しても目標精度が定められて、

それらが全部満たされるように標本の大きさが定まっているのかしらというのが、多分、

御質問の内容だと思います。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 我々がこうした標本設計を行うに

当たりましては、品目ごとに目標精度を設定する。加えて、それぞれの品目ごとの事情に

応じて、物によっては、更に規模階層ごとの精度の基準というものを設けるというような

ことを、品目、品目の事情によって使い分けているというのが実態でございます。 

 そういった目標精度にしても、あるいは規模ごとに、さらに精度の設定をするにしても、

その根底にあります我々の考え方としましては、まず１つは、データを利活用する、交付

金算定等に使う、彼らとしての求める品質を確保するという観点。 

 もう一つは、我々の調査を実施する側、あるいは報告者の側の負担という観点で、無尽

蔵に、当然、客体を確保するということもいかないという、利活用部局のニーズと、調査

実施上の負担という観点のバランスの中で決めておりまして、今回の標本設計の見直し、

目標精度ないしは、あるいは規模階層ごとの精度といったものをどうするかというときに

は、かなりの時間を省内で、それぞれの品目を担当する部局と議論を重ねまして、当然、
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彼らとしては少しでも品質が高い方がいい、いろいろな精度の基準もあった方がいいとい

うことになるわけですけれども、一方で我々としても、そういった規模に最大限お応えし

つつ、調査実施上の負担も抑えていかなきゃいけないというところでの調整をし、そのバ

ランスの中で、お示しさせていただいたような形で、品目によって目標精度だったり、あ

るいは物によっては、規模別の精度というものを設けたりということを行っているという、

このようなことでございます。お答えになっているのか、少しすみません、あれですがそ

のように考えております。 

○西郷部会長 川崎専門委員、どうですか。今の御説明で。 

○川崎専門委員 どうもありがとうございます。そうしますと、標本設計の方法で単純に

決めているのではなくて、各品目、地域ごとに折り合いを付けながら微調整しているよう

な、そういった御趣旨ですか。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 はい。そのようなことでございま

す。 

○川崎専門委員 分かりました。ありがとうございます。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。ほかにございますか。 

 松下臨時委員、よろしくお願いいたします。 

○松下臨時委員 ありがとうございます。今回が初めてなので、少し素人的な質問をして

しまうかもしれませんが、御容赦くださいませ。 

 １つ目ですけれども、こちらの、私の理解というところですが、報告者数というのは、

目標の精度によって自動的に決まるものだと認識しています。標本調査なので、直近の

2025年の農業センサスを母集団として見たときに、今の生産費調査の結果の標準誤差を

見る観点は２つあると思います。 

 これはきちんと使えるぐらいの精度で取れているねというのが、平たく言ってしまえば

１つ目で、母集団の縮小等、いろいろな事情によりサンプル確保が難しくなったという事

情が起きたときに、①思ったよりも十分に使える精度になった際に報告者数を下げる形で

対応される場合と、②例えばなたねなどこれは報告者数を下げて、なおかつ、目標精度自

体ももう少し上げてもよさそうだねという御判断をされたものと、③逆に六条大麦みたい

なものでいうと、これは本当に標本の確保が難しいから、目標精度も下げつつ少し標本も

拡大しないとならないというような、３パターンで御対応されているという理解でよろし

いでしょうかというのが、１点目です。 

 ２点目は、今のきちんと使える精度で取れたねとか、結構、標本確保が難しかったねと

いう判断が、特に精度の部分ですけれど、今の回答者のものということでいうと、次回違

うサンプルで実施したときに同じ精度が担保できるものでしょうか。何か少し調査の仕方

を変えるというような議論も並行してあったと思いますので、違うサンプルで実施したと

きに、精度が変わってしまうリスクみたいなのはないのでしょうかというのが、２点目で

す。少し素人じみた質問ですけれども、御回答いただければと思います。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。よろしくお願いしま

す。 
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○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 目標精度という視点、それから、

ばらつきという視点、更には標本確保という意味で、数が少し多過ぎると難しいとかそう

いった要素の組合せの中で、それぞれの品目を担当する部局としてのこだわりもお聞きし

ながら決めているというところで、御理解のような形で間違いないかとは思います。 

○松下臨時委員 ありがとうございました。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 あともう一点、それでは、これで

標本設計をしました。実際に今後調査をしていくという中での精度の担保ということでご

ざいますが、目標精度を設定し、実際に調査をしたとなれば、当然のことながら、そこで

は実績精度はどうかということも、我々としては当然検証するわけです。 

 その場合、多くのケースにおいて、当然目標精度が上に行ったり下に行ったりがあるの

ですが、目標精度を下回ってしまう場合にあるのが、やはり気象、天候の影響というとこ

ろは、ままあるかと思っています。すなわち、農産物ですので災害が起きると、そのよう

なことで、経営体間の収量であったり、投入であったりというのが変動すれば、それがば

らつきとして現れるということはままあるわけでございまして、そこにつきましては、調

査をしている５年間の間においては、それはもう従前の設計のまま続けるということにな

るわけですけども、それを踏まえて次の設計に反映して、またどうしようかということで

あるというふうに御理解いただければと思います。 

○松下臨時委員 ありがとうございます。それでは、気象がリスクでとか、調査手法は、

そこの精度に影響を及ぼすような変更は、次回の５年に向けてはないということですね。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 はい。そこは基本的に想定をして

おりません。 

○松下臨時委員 ありがとうございます。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。 

 小西臨時委員、よろしくお願いいたします。 

○小西臨時委員 ありがとうございます。何かすごくよく分かったところと、分からなく

なっちゃったところがあって質問させていただきたいです。 

 まず、自分の理解のために、今、言われている直近３年間というのが、具体的には、今

回だと何年から何年なのかというのが知りたいなと思ったのが１つ。それは、川原審査官

とかの疑問と近いかなと思っています。 

 あと、小針専門委員と、今の松下臨時委員の御意見と関係している点を質問させてくだ

さい。今、道菅課長がおっしゃったことですが、現在の調査設計は、５年間の期間中は大

きく変更せず維持するという理解でよいのでしょうかというのが、２点目です。 

 それだとすると標準偏差で、標準偏差が維持されていたとしても、５年ごとの調査客体

の入替えによって、質的な断絶が生じる可能性はないのでしょうか。もしそうした問題が

確認された場合でも、５年間は設計を変更しないのでしょうかというのが、３点目です。 

 ４点目が、標準偏差で調査結果を評価するとおっしゃっているのですけど、具体的には、

全部の調査項目について標準偏差を見ているのか、それとも重要な幾つかがあるのかとい

うのが知りたくて、それは、一番大事なばらつきを見るときの項目というのは何なのかと
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いうのを、お聞きしたいと思いました。 

 以上です。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。御回答、よろしくお願いいたします。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 ３点の御質問だと思います。 

 まず１点目、直近３年というのが、どういう期間かということで申し上げますと、今の

令和４年体系が始まった令和４年と、令和５年と直近の調査結果であります令和６年、こ

の３年間の標準偏差を見ているということが、まず１つでございます。 

 それから、途中で調査客体から脱落をするような方もいると。そういった中で、この５

年間の途中で標本設計をやり直すということですかね。そういったことの考慮はしないの

かということだと思いますが、いろいろな客体の入れ替わりもあり、結果として、またば

らつきが大きいという状況になったときには、やはり統計として、５年目の最初の標本設

計に設定したサンプルサイズでは、あるいは、その標本配置では、実態を適切に反映でき

ないのではないかという、当然そのような状況になれば、我々も可能性として当然排除を

しているものではないということが、お答えになるかと思います。 

 ３点目の標準偏差はどこを見ているのか、調査項目ごとに見ているのかということに関

して申し上げますと、我々は目標精度を設定するに当たりましては、それぞれの品目の全

算入生産費と言っていますが、そこの単位数量当たりの全算入生産費、例えば、米でいえ

ば60キログラム当たりの生産費、全算入生産費、そこを指標としてばらつきを見て、標

本設計をするという考え方に立っております。 

 以上です。 

○西郷部会長 小西臨時委員、よろしいですか、今の御回答で。 

○小西臨時委員 全算入生産費は、審査メモのどこかに書いてあるのですか。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 先ほど、総務省の方から御説明の

あった審査メモの中で、２ページの真ん中辺りに、イという四角い箱があるかと思うので

すが、その下の方に小さい字で。 

○小西臨時委員 分かりました。でも大事だと思うのですよね。何かこれが少し分かって

ないと、すごくたくさんの項目を見て、すごい精度をいろいろな角度で確認してくださっ

ていると思ったので、やった確認を書いていただきたいです。また、調査客体に大きな変

化が生じ、標準偏差にも大きなばらつきが見られた場合に、ほかの項目も用いて確認する

ことができるのかという点も気になりました。さらに、令和４年、５年、６年だけでなく、

７年、８年のデータも蓄積されていくと思います。先ほど途中で精度確認を行うというお

話がありましたが、その際に７年、８年のデータも活用する可能性があるのかなど、説明

の際に補足していただけると理解が深まると思いました。このような点を説明していただ

けると非常に理解が助かるなと思いました。ありがとうございます。 

 以上です。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。 

 それで、少し私が最初に質問、清水臨時委員の質問に重ねるような形で、方法のことに

ついて質問したので、その質問の後の質問の内容が、全部方法、サンプルサイズの決め方



 －15－ 

という方法の方に集中している感があるのですけれども、今回は、その報告者数の変更さ

れた結果そのものについても審議の対象となっておりますので、この出された数字の方も

見ていただいて、これに関して何かコメントがあれば。これは一定の算式に基づいて計算

しているものなので、少し文句の付けようがないと言えばそのようなものになるわけです

けれども、少しこれについて、もし御意見があれば伺いたいと思います。 

 もしないようでしたら、今日はほかの議論もございますので、一旦ここで。 

○松下臨時委員 理解といたしましては、精度の担保と、実施の難しさというようなとこ

ろを見据えた上で目標を定めていただいて、その中で、年々実施が困難になっていく中で、

報告者数の最低限を担保しようというような形で、少し減らしていただいたというように

理解をしておりますので、時流に沿った正しい見直し方法かなと思いました。すみません、

何か意見ということではないのですけれども、数字に関しては、そのように感じましたと

いうところでございます。 

○西郷部会長 ありがとうございます。 

 それでは、計算の結果、決定されたサンプルサイズについては、この部会として了承し

たということにさせていただいて、そのほかいろいろな御意見、サンプルサイズの決め方

に関する御意見というのが結構たくさん出たと思います。特に母集団の様子が、だんだん

だんだん変わっているときに、私の印象だと、何か分散がだんだん、だんだん小さくなっ

ているような印象を持つのですけれども、それが本当に今後も続いていくようなものなの

か、何か構造的な要因というか、理由があってそのようになっているのか。それともたま

たま、最近のところでは分散は小さくなっているようだけども、物価がどんどん上がって

いるということもあるので、分散がまた増えるというような方向になるのか。そういった

ところが、先の見通しが分かるようだと、少し聞いている方も安心して聞いていられるよ

うな形のことなのかなと思いました。 

 今回の計算の結果、及びサンプルサイズの決め方に関しては、これを部会として承認す

るけれども、将来的にどういうやり方で分散を計ったらいいのかとかそのような検討は、

日々なさっているとは思いますけれども、そのようなところを改めて少し見直していただ

くというようなことを、今後の課題にするのか、あるいは要望にするのかということでま

とめさせていただきたいと思いますけれども、ほかに何か、私が今、申し上げたこと以外

にございますか。川原審査官、どうぞ。 

○川原総務省総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 すみません。論点が２つ

あって、こっちがまだ終わっていないので、②の方を農林水産省の方に御説明をお願いで

きればと思います。 

○西郷部会長 ②の方ですね。それでは、よろしくお願いします。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 申し訳ありません。②の論点につ

いてでございます。 

 まず、この調査におきましては、お米、それから小麦、大豆、その３品目につきまして

は、組織法人経営体、これを対象とした調査を行っております。 

 その標本設計につきましては、まず前々回の標本設計、これは2015年センサスのとき
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の、我々は令和元年体系と呼んでおりますが、そのときの標本設計時に日本再興戦略で、

お米の生産コストのＫＰＩ、これが設定されたということを踏まえまして、当然、統計委

員会にもお諮りをした上で、当時、規模階層別にも精度の基準を設定するということを行

いました。 

 また当時、ＫＰＩの設定はなかった、麦、大豆につきましても、こちらについても米と

同様に、比較的小規模な生産者の方々が組織化、法人化を進めて、コストを低減させてい

くということが求められていた。そういった中で、コスト低減の検証等に資する調査結果

を提供できるようにということで、小麦、大豆については目標精度を引き上げて、こうし

たことをした結果、報告者数が増加をしたということが、まずございます。 

 その上で、さらにとしてなのですが、前回の標本設計値、これは令和４年体系というこ

とになりますが、この際は、今申し上げた目標精度等、これらの見直しは行ってはいない

のですけれども、前回のときの目標精度等の見直しによって、報告者数のベースというの

が厚くなっていた。そこに加えて、このときの直近３か年の調査結果のばらつきが大きか

ったということがございまして、報告者数が更に増加をしたということがございました。 

 他方で、こうした過去２回の標本設計の結果、これら３品目の組織法人経営体の報告者

数が大きく増加をしてきたわけですけれども、一方で組織法人経営体、これは個別経営体

と比較をしますと、決算期がばらばらである。そしてまた、確認しなければならない伝票

等も非常に多くて、実査の負担がかなり大きいということが生じていたところでございま

す。 

 こうした中、今回の標本設計でございますが、令和７年、昨年、閣議決定をされました、

食料・農業・農村基本計画におきましては、これら３品目の組織法人の生産コストに関す

るＫＰＩは設定がされなかったというところでございまして、今回、改めて利活用部局と

必要な精度について調整を行った結果、米については、規模階層別の精度の基準を引き下

げ、また、小麦、大豆については、目標精度を引き下げるということを行いまして、結果

として報告者数が減少したという、そういった経緯でございます。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。ただ今の御説明に対しまして、質問等がご

ざいましたら承ります。ございませんか。 

 小針専門委員、よろしくお願いいたします。 

○小針専門委員 御説明で背景は理解をしたので、今回の形は、この決め方のところに関

して意見があるということではないのですけれども、先ほどの話と同様になりますけれど

も、おそらくはこの数字の変化、おそらく政策の動向によって、麦、大豆をどう作るかみ

たいなことも変わっていくというようなことも含めて変動はしていくのだろうという話と、

あと、ここで指摘されている決算期が違うので、みたいなことに関しては、これから逆に、

今回、個人は青色申告だって決まっているというのは、承知はしているのですけれども、

全体として、やはり法人が増えていくという中で、これで難しいという話になってしまう

と、今後はどうしていくのかというところが出てくるので、少しそこの部分は、法人の数

字を見る上でどういう形をとっていくのかというのは、別途検討いただければなと思いま

す。 
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 以上です。コメントです。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。何か御回答はございますか。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 特に私ども施策の方向性として、

やはり法人化を進めていく、法人にしっかりと担っていただく農業構造にしていくという

こと。そういった中での、私どものこの調査でございますので、当然、今後も標本設計ご

とにどこまでのことをやるかということは、もう丁寧に考えていくしかないわけですけれ

ども、そういった中で、少しでも調査をしていく実査の段階で、いかに効率良くしていく

かというところ、当然、これは今後もいろいろな工夫ができないか考えていきたいと思っ

ています。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。ほかにございますか。 

 どうもありがとうございます。法人に関しては、多分ほかの調査や何かでも、そのよう

な決算期のずれとか、そのようなのにどう対応しているのかという話はたくさんあると思

いますので、農業経営体の場合に、じかにそのまま応用できるというものではないかもし

れませんけれども、そのようなことも調べていただければと思います。 

 それでは、報告者数に関する議論は一応これまでといたしまして、その次の報告者の選

定手順の見直しについての審議に入りたいと思います。 

 ではまず、審査メモの方の説明からお願いします。 

○松本総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官付調査官 事務局でございます。

それでは、資料２の４ページになります。 

 報告者の選定手順の見直しということでございます。これに関する審査状況でございま

すが、本調査は、生産費調査と営農類型別経営調査で構成されていると。報告者の選定は、

先ほども出てきましたとおり、おおむねこちらの①から④の流れで行われております。 

 加えて、最終段階でこの⑤として、両調査で同一の属性を有する経営体があれば、いず

れかに両調査の報告者を兼ねていただくという手順を置いています。これによって、現時

点で兼務報告をしている報告者数というのは、こちらの図表２のとおり、調査全体で約

1,100となってございます。 

 こちらの品目別の状況というのが、次のページの図表３になります。 

 この兼務報告というのは、両調査が、かつて同じ調査方法で行われていたということを

踏まえて、事務の効率化の一環として行われてきたものでございます。しかし、令和６年

の調査から、この営農類型別経営調査については、民間委託による郵送・オンライン調査

が原則というふうになりました。 

 次のページに移りまして、一方で、兼務報告者については、同じ報告者に対して異なる

系統で調査が行くと混乱するということで、混乱を回避する観点から、引き続き職員・調

査員により調査が実施されております。ただし、両調査の調査票の配布時期が異なること

から、協力依頼等の事務負担ですとか、兼務報告に伴う報告者の負担が継続する状況とな

っております。 

 本件申請による兼務報告の選定手順の取りやめは、このような状況を踏まえたものとい

うことでございます。仮に兼務報告が減少すれば、営農類型別経営調査、こちらのみの報
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告者は民間委託で対応でき、職員・調査員の事務負担軽減と、それから、両方の調査に回

答していた報告者の負担軽減に資すると考えられます。 

 ただし、この兼務報告の手順を取りやめた後も、両調査を兼ねる報告者は生じ得ると聞

いております。ただ、これは現時点において、兼務報告がどれだけ減るのかといった具体

的な見通しは未定となってございます。 

 ですので、今回予定している、この手順の取りやめについてですけども、報告者の負担

軽減という観点では、おおむね適当と考えております。しかし、兼務報告の変動幅が未定

である一方で、兼務報告が減少した分、新たな報告者選定というのが必要となり、事務負

担の増加も想定されると。 

 本調査の報告者選定の難しさを踏まえると、この手順を取りやめても、兼務報告の減少

がどれほど実現されるかは不透明な部分が大きいことから、今回の変更について、その背

景や理由を確認するため、こちらに記載のとおり、３つの論点を立てております。 

 事務局からの説明は以上です。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。それでは、調査実施者の方から、御回答を

お願いいたします。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 ①から③、この論点について御説

明申し上げます。 

 まず１つ目の、これまで兼務報告、その手順を置いていた理由ということでございます

が資料３の４ページをご覧いただきたいと思います。 

 まず、その手順を置いていた理由でございます。兼務報告者となる方は、その負担が許

容できるということを前提とした上でということで、これまで、可能な限り少ない報告者

で調査を効率的に実施し、事務負担の軽減を図ると。そのために両調査の報告者を選定し

た結果、同一の属性を有する経営体があれば、両調査を兼ねる報告者としていたというも

のでございます。 

 もう少し具体的なイメージで補足して申し上げますと、営農類型別の経営調査、それか

ら、生産費の調査と２つあって、従前は同じタイミングで標本設計して、標本選定をして

ということを行っておりました。その際に、営農類型別の調査の方で無作為抽出をして、

例えば、５名の客体がまず候補として上がりましたと。同時に例えば、米の生産費の方で

標本選定無作為抽出をして、５名の候補ができましたと。そうなったときにこれまで行っ

ていたことは、それぞれの候補となる５名の方の属性、例えば、営農類型別調査で、水田

作経営というカテゴリーで、そこの中で選んだ人がお米を５ヘクタール作っていると。そ

の他のものも含めて、10ヘクタール作っているという経営を選ばれていたと。 

 一方で、米の生産費の方の調査で無作為抽出をした中に、同じくお米を５ヘクタール作

っていて、全体の経営規模として、10ヘクタールという方がもしいらっしゃれば、属性

が同じだということで、その場合には、それぞれの人をそれぞれ選定するのではなく、営

農類型別の方で選ばれた人に、その人に米の生産費の方の調査もお願いをすると。そのよ

うなことをやることによって、両調査のトータルとしての客体となる方の数を減らすとい

うことを、できる限り行ってきたというのがこれまでの運用でございます。 
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 ２つ目でございますが、今後、仮に兼務報告が減少すると、その分、実質的な報告者が

増えると見込まれれば、その負担はどうかということでございますが、前提として、まず

改めて申し上げますと、営農類型別の調査につきましては、今後は、また秋の統計委員会

におきまして次の調査計画を御審議いただくということを考えております。ですので、調

査の建付けが変わったことによって標本選定の時期が、従前は生産費の方と同じタイミン

グだったのですけれども、今後は調査対象期間が終わった後に調査票を配布する。ですの

で、対象期間の間に選定しておけばいいというように、少し変わったこともありまして、

時間差が今後は生じることになります。ですので、この営農類型別の方の調査につきまし

ては、標本設計を今後行っていくと。その結果として、全体の標本がどうなるかというの

が見えてくるという、そのようなまず前提がございます。 

 そういった中で、例えばもし仮に、生産費の方も、それから今後、標本設計する営農類

型別の方も、仮に従前と全くサンプルサイズは変わらないという仮定を置いたとする。そ

の中で、兼務の人が今までよりも減るということになれば、一見するとトータルとしての

客体数が増えて、事務負担が増加するというふうにも見えるということではあるのだと思

うのですが、ここの回答にございますとおり、営農類型別の方の報告者、これは民間委託

により実施するということを前提といたしますと、兼務でなくなった単独の客体というも

のが生じるとしても、職員の事務負担が直接影響を受けることは、基本的にはないのでは

ないのかというこということになります。 

 それから、生産費調査につきましては、従来、兼務報告をしていた方が単に単独になる

ということでございますので、職員の事務負担にも特段の変化はない。このようなことで

兼務報告が減った結果として、職員の事務負担に大きな変動があるかというと、そこは心

配しなくてもいいというふうに、私どもは考えているところでございます。 

 最後に３点目の職員の減少、調査員の確保難、そういった中で、この生産費調査におい

ても民間委託の導入ができないかということでございますが、まず、営農類型別の調査に

つきましては、令和６年の調査から既に自計の郵送の調査を前提として、民間委託を導入

しているところでございます。 

 他方で生産費調査につきましては、経営全体で投入した費用のうち調査対象品目の生産

に要した費用、特にそこを切り出すといったような、非常に難度の高い調査でございます

ので、調査計画上、従前から自計、これを前提としつつも、実際には今後も他計を基本と

して調査は、やはり実施されざるを得ないと、そのようなことが考えられる状況でござい

ます。 

 ですので、民間委託ということを考えたときにも、調査を行う者にも非常に高いスキル

が求められますことから、現状では、なかなか難しいのではないかと考えているところで

ございます。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。それでは、ただ今の御説明に関しまして、

御質問、御意見等がありましたら伺います。どうでしょうか。 

 松下臨時委員、よろしくお願いします。 

○松下臨時委員 よろしくお願いいたします。 
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 ２点あるのですけれども、１点目はまず、兼務報告者の抽出を効率化の観点からできる

限り行ってきたというところで、そのできる限りというのが、大体1,100という従来のそ

れがマックスだったというような理解でよろしいでしょうか、というのが１つ。要は頑張

って重ねようとしても、1,100経営体というのが最大限というようなところの理解でいい

かというのが１点目です。 

 ２点目ですが、結局、抽出の手順を取りやめたとしても、兼務報告者がなくなるわけで

はなくて、自然発生的に両調査の回答が重なる部分というのがあるというような前提だっ

たと思います。その場合、今までは兼務報告者を抽出していることで、兼務報告者に関し

ては、営農類型別経営調査も従来どおり、職員・調査員による他計調査として実施すると

いうようなサポートがあったかと思うのですけれども、今後、自然に兼務報告者になった

場合は、その取扱い、サポートがなくなってしまうのでしょうか。つまり、生産費調査に

関しては他計調査ですけれども、営農類型別経営調査については自分で回答するというよ

うなことで、自然に兼務になった方というのは、これまでの手順で抽出していたものと比

べて、負担増になるという理解でよろしいでしょうかというのが、２点目でございます。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。それでは、御回答よろしくお願いします。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 まず１点目、従前の1,100、これ

がマックスという理解なのかという御質問でございますけども、従前のやり方として、

我々が、まずそれぞれの調査で無作為抽出してマッチングさせてということをやるわけで

すけども、当然のことながら、その上で客体の方に両方お願いできないかということで、

御理解を得られた方について行ってきたというのが、この数字でございますので、基本は

今後も兼務をお願いする場合に、そういった御理解を得ながらという状況のある中で、更

にこれより増えるということは、現状は想定をしておりません。 

 今後、営農類型の調査が原則郵送自計というふうになった中で、今後、営農類型の客体

選定をし、そこで兼務という方が生じた場合の取扱いということでございますが、その場

合につきましては、これは従前と同様に、私ども農政局の職員なり、専門調査員が生産費

と営農類型と、そこを他計として調査をさせていただくという、そういった形を考えてい

るところでございます。 

○松下臨時委員 ありがとうございます。では、御負担自体は変わらない。そして、今は

あえてお願いをしていて御協力いただけた方が約1,100ですけれども、もしかしたら今後

は別途お願いして、いやもうこっちに答えているからとかというふうなお断りがあった方

なども考えると、1,100よりは減るだろうという見込みということですかね、今のお話だ

と。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 そうですね。少し、すみません、

私のお答えも若干少し端折ってしまったところはあるかと思います。 

 やはり、そもそもこの営農類型の方の標本設計自体が、全くこれからということでござ

いますので、そこで、総数としてそもそも客体数がどうなるのか。そういった更に先です

ので、なかなか確たることを、正直なところ申し上げにくいところはあるのですけれども、

どうしても今後は客体の方にお願いをするタイミングが、そもそもずれてしまいますので、
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今までは生産費と営農類型と同じタイミングで選定をし、同じタイミングで両方よろしく

という話をしていたわけですが、今後はどうしても一定期間ずれてしまう、後出し的にお

願いするという形にもなりますから、そこはなかなか、どこまで本当にできるかというと

ころは、全体の標本設計、客体数の中で、いろいろな調査実施者の負担なりも考える中で、

少し考えていくというような、少しすみません、お答えになろうかと思います。 

○松下臨時委員 もう１点だけ。今までは、兼務報告の方をあえて選定して、これぐらい

の数はお願いしようねというような目標値を置いて実施されていたのですか。それとも、

兼務報告の方というような母集団があって、その中で御協力が得られた方が自然発生的に

1,100という感じだったというところですか。1,100というのが、何か目標値に基づいた

ものではなかったというところでよろしいですか。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 調査計画も含めて、目標として幾

つにするということを何か考えていたというよりは、先ほど、そういったプロセスを経た

結果としてそうなると。ある程度は当然想定しながら、当然いろいろな作業を行っている

わけですけども、目標として何か立てたというよりは、結果として決まってくるという性

格のものだと考えています。 

○松下臨時委員 理解いたしました。どうもありがとうございました。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。ほかにございますか。 

 二村委員、よろしくお願いいたします。 

○二村委員 御説明、ありがとうございました。少し松下臨時委員が聞かれたところと、

少し１点重なるというか、もう一回、確認したいのですけれども、兼務報告を行う人たち

というのを、今まではこちらで選定を行っていたのだけれども、これからはそのようなプ

ロセスを経ないということですが、結果的に重複して報告をしなければならない方に関し

ては、今後も職員の方が両方対応するということでよろしいのですねというのが、１点目

です。 

 それから２点目として、そうなりますと重複をしないケースというのが増えてくるのか

なと思いますから、民間委託が増えるというようなことの理解でよろしいですね、その場

合のコスト増というのも想定されていますか、というのが２点目です。 

 ３点目として、今回のような選定手順の取りやめというものを行ったことによって、想

定される変化がありますか。 

 以上、３点、お願いいたします。 

○西郷部会長 よろしいですか。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 １点目が、兼務報告が今後もなく

ならないと。兼務報告になる方については、その調査を誰がやるのかというときにという

ことの御質問だと思うのですけど、それは我々の前提として置いておりますのは、農林水

産省の職員、ないし専門調査員が兼務になった方については調査をさせていただくという

ことで考えておるところでございます。 

○二村委員 営農類型別の方も、サポート付きということですね、つまりは。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 そうですね。そういったことを現
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段階では想定をしているところでございます。 

○二村委員 分かりました。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 それから、兼務報告が減る、その

結果として民間委託が増えていくという想定なのかという御質問だったと思うのですけれ

ども、まず、少し繰り返しにはなってしまうのですけども、営農類型別の調査自体を今後

は標本設計を行っていく。そういった中で、全体のサンプルサイズも決まってきてという

ことになりますので、なかなかその数字のベクトルに関して、断定的なことは少しまだ申

し上げにくいタイミングではあるわけではございますけれども、我々は、営農類型別の調

査については、今後は基本的にできる限り民間委託によって調査を行っていくと。前提と

して、背景事情として、なかなか我々の調査の体制がなかなか今後厳しいということもあ

った中でのそのような方向性で行っておりますので、そういった中で兼務から外れた方と

いうのが、できる限り民間委託の方でお願いできればというように、基本的な考え方とし

ては思っているところでございます。 

 一方で、全体のそもそも標本設計がどうなるのか。更には、民間事業者においても、当

然、彼らの調査のキャパシティーといったものもございますので、そこはそういったとこ

ろとの兼ね合いも考えながら、我々の方で調査する場合の負担ということの兼ね合いも考

えながら、考えていくということでございますが、できる限り民間の方にということは、

我々の基本的なスタンスとしては思っているところでございます。 

○西郷部会長 よろしいでしょうか。二村委員。 

○二村委員 ありがとうございました。すみません、少し聞こえていなかったのかもしれ

ないのですが、今回の変更によって何か想定される変化がありますかと。結果であるとか、

もろもろ。特になしということでよろしいでしょうか。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 はい。調査結果ということに関し

ていうと、特段何か懸念なりがあるところではございません。 

○二村委員 承知いたしました。ありがとうございました。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。ほかにございますか。大丈夫ですか。 

 むしろこれは、事務局の方から出していただいた質問なので、事務局がこれで回答した

ということになっているかということも確認したいと思いますけど、よろしいですか。 

○川原総務省総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 事務局でございます。営

農類型別経営調査は、今後また申請が来るということでございますので、今のお話のより

具体的なお話は、今後の諮問を待ってからというふうに理解をしております。 

 基本的には、自然に重なってくる部分については若干やむを得ない部分も、特に細かい

階層で区切って、母集団の小さいところはどうしても重なる可能性が高いかないう印象は

持っておりますので、最終的な営農類型別経営調査については、また追ってということで、

事務局としては考えているところでございます。 

○西郷部会長 ありがとうございます。 

 それでは、主に兼務報告について確認事項があって、その事項が確認されたという形で

整理をしたいと思います。 
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 それでは、括弧の付いていない２の方ですけれども、調査票・調査事項の変更というこ

とで、具体的には、調査票をＡ３の用紙からＡ４の大きさに変更するなど、レイアウトを

全般的に見直すということもあるのですけれども、調査事項の一部についても同時に見直

すということですので、まず、事務局から審査メモの御説明をしていただいて、それに対

して、実施者の方から御回答いただくという手順で進めたいと思います。 

 それでは、まず審査メモの御説明をお願いいたします。 

○松本総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官付調査官 事務局でございます。

資料２の７ページになります。調査票・調査事項の変更ということで、変更内容としては、

調査票をＡ４に変更してレイアウトを全面的に見直すとともに、調査事項の一部を見直す

ということです。 

 これの審査状況でございますが、生産費調査は、１年間の労働時間や導入した肥料・農

薬等の購入金額など詳細を多岐にわたって把握するものです。生産活動の進捗に応じた情

報の整理などが必要となるため、調査票はこの対象期間前に配布すると。こうした調査の

特性上、大半が職員・調査員が報告者を訪問して、逐一聞き取ったり、関係資料を閲覧し

て調査票に記入する、他計調査によって行われています。 

 その結果、職員・調査員の負担が非常に大きいということで、報告者にとって分かりや

すく、記入しやすい調査票に見直して、自計の割合を少しでも向上させること。それから、

今後、調査員を中心とした調査へ移行することが見込まれることから、経験の浅い調査員

でも理解しやすい調査票に変更し、調査を持続可能なものにしていくことが課題になって

います。 

 本件申請ではこれらを踏まえて、生産費調査の調査票をＡ３様式からＡ４に変更するな

ど、レイアウトを全面的に見直すとともに、調査事項を見直すということでございます。 

 具体的な変更内容を趣旨、内容ごとに整理すると、こちらの図表４となりますが、少し

ページをまたがって見づらいと思いますので、この品目別の変更状況は別添２ということ

で、別添資料の方で説明いたします。 

 こちらの別添２でございますけども、図表４に14点挙げていたのですけども、この14

点の変更事項と、それぞれの調査票の対応表というふうになっておりまして、全ての調査

票に共通している変更事項、この表の横方向に見て、この黒丸が全部埋まっているところ

です。これは全てに共通するものですけども、これが②から⑤、それから⑫から⑭の７点

になります。 

 これに加えて、⑨から⑪が該当するものの代表として、米。それからさらに、①が該当

するものの代表が小麦。米と小麦には出てこない変更点として、⑥から⑧というものがあ

るのですけども、これに該当するのが牛乳というようになっていて、この３つの調査票を

使えば、調査票の変更が実質的に網羅できるというように冒頭で申し上げていたのは、こ

ういうことでございます。 

 続いて、具体的な変更内容につきまして、別添３の方で説明させていただきます。 

 まず、①でございますが、調査票を品目別に分割するということで、麦類調査票と育成

牛・肥育牛調査票を分割します。 
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 それから、②から、レイアウト変更関係が続きます。この②というのが、自計を意識し

た分かりやすい調査票にするために、色使いや構成ですとかレイアウトを一新するという

ものでございます。これに伴って、調査票のページ数が変わるわけですけども、こちらは

別添４の方にまとめてございます。 

 こちらは、Ａ３のときと比較した形の表になっています。単純にページ数だけを見てみ

ると、それぞれの品目によっても違うのですけど、大体２倍から３倍ぐらいに膨らんでい

るというところでございます。 

 続いて、また、別添３に戻っていただきまして、③です。記入欄の数を増やすというも

のです。このスライドの上段にあるのが、これまでの調査票ですけども、これは米の調査

票になりますけども、従来は最大６名まで記入できたというところです。ただ、この６名

で不足する場合は、調査票を増やして対応したというところです。これを最大12名まで

記入できるようにするというものでございます。 

 続いて④です。こちらは、該当の有無を尋ねる設問を追加というもので、こちらのスラ

イドに映っている例ですけども、例えば、雇用者の労働時間、これは当然ながら雇用者が

いる場合に記載するものになりますので、ここが空欄だった場合に、雇用者がいなかった

のか、それとも回答漏れなのかということの区別がつきにくいということで、そもそも雇

用者がいるかどうかという、有無を尋ねる問いを追加するというものでございます。 

 ここでは、労働時間を例に挙げておりますけども、同じ趣旨で幾つか有無を尋ねる問を

追加しております。 

 次のページに移りまして、⑤、こちらは回答区分ごとに回答欄を分離するというもので

す。例に挙げている米の調査票では、スライドの上の赤囲みのところ、ここに家族労働時

間と２番目の雇用労働時間、これは一緒になった回答欄というようになっておりました。 

 １番目の家族労働時間に関しては、ゆいですとか、手間替受け、共同作業受けといった

労働時間も、氏名欄の方にそういった作業ということで便宜上記載して、その労働時間も

回答していただいていました。これを、回答をしやすくするために回答欄をそれぞれ分け

るという変更でございます。 

 続きまして、⑥です。こちらは、回答する区分を調査票に印字するというものでござい

ます。例に挙がっているのは、牛乳調査票ですけども、従来は酪農に関する１以外の作業

というのが、調査票の記入項目にございまして、こちらで作業名のところも括弧書きに具

体的に回答いただいておりました。 

 ここで書いていただく具体的な作業というのを、この赤の点線のところですけども、一

応、注意書きとしては書いていたものですけども、何を報告すればいいのか分かりにくい

ということで、具体的な作業をあらかじめ印字するということになってございます。 

 続きまして、⑦です。こちらは、不要な回答欄を削除しますということで、理論上、記

載のあり得ない回答欄、そういったものがあったので、これを今回は削除するということ

でございます。こちらの右側に新調査票の例というのがあるのですけども、回答が不要な

ところに斜線を引いています。 

 例えば、２番目の運動場というところですけども、こちらの一番右側の列の③自給飼料
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負担割合、これに関して、家畜の運動場として利用している土地に占める飼料栽培に利用

している面積の割合ということになるのですけども、運動場で飼料を栽培するということ

が想定されないため、回答は不要ということで斜線を引いているということでございます。 

 従来は他計調査ということでしたので、こういう理論上はないところも、職員・調査員

が聞き取るという形で行っていたので、特段不具合はなかったのかもしれませんが、自計

を意識した設計にしているということで、このように分かりやすくしているということか

と思います。 

 続きまして、⑧です。プレプリントの範囲の拡大というものでございます。こちらは牛

乳調査票の例です。従来は、職員・調査員が報告者から聞き取り等を行いまして、飼養し

ている対象畜を全て把握した上で、出産ですとか購入など、そういった異動があったもの

をプレプリントするという、２段階のやり方で行っていました。ただこれに関しては、報

告者ですとか職員・調査員からは、もう最初から全ての対象畜をプレプリントした方がや

りやすいということでして、今回、最初からプレプリントするというふうに変更するもの

でございます。 

 続きまして、⑨、把握単位の変更ということで、労働時間のところで、従来は氏名とい

う形で記載していただいていたのですけども、こちらは作業者というように変更します。

こちらは回答いただく本人を特定できればいいので、氏名自体は個人情報の最たるもので

すので、氏名にこだわらず作業者という形で、具体的に想定しているのは、父ですとか、

母、長男といった感じで回答いただくと、そのようなものでございます。 

 続いて、⑩です。こちらも把握単位の変更ということで、生産数量の把握単位を、パー

センテージからキログラムに変更するというものでございます。こちらでは、販売用の稲

わらを例に挙げておりますけども、従来は全体の数量を100とした場合のそれぞれの割合

を記入いただいておりました。ただ、生産費の算出のためには数量の情報も必要になると

いうことで、職員・調査員が別途換算していたということでございます。これに関しては、

最初から数量で把握した方が負担軽減になるということで、このように変更してございま

す。 

 続きまして、⑪です。こちらは、調査事項の簡素化ということで、把握区分を統合して

合計だけ把握するというものです。例として米調査票を挙げておりますが、従来ですと主

食用と加工用、区分出荷というそれぞれで分けて把握していたのですけども、こちらは負

担軽減のために全体の合計で把握すると、合計のみでの把握というように簡素化するとい

うものでございます。 

 続いて、⑫です。必要性の低下した調査事項ですとか、生産費の評価に影響が出ない事

項を削除するというものでございます。必要性の低下した事項として、米調査票における

建物及び建築物の所有状況といったものを挙げているのですけども、この中で、赤で囲っ

ているところ、種類コード、構造コード、新古区分、そういったものがあるのですけども、

このようなものを削除します。 

 それから、生産費の評価に影響が出ない事項として、スライドの下段になりますけども、

経営の概況というところで、経営耕地というのを挙げていたのですけども、それを削除す
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るということでございます。 

 続いて、⑬です。こちらは、職員・調査員が把握していた情報について、回答欄を追加

して自計化を促進するというものでございます。先ほども挙げた、建物及び建築物の所有

状況というのを、今、スライドの方に挙げているのですけども、こちらの右側の年内異動

状況というところに、取壊しですとか売却といった異動に関するものをコード化して把握

していたのですけども、これらを状況区分という形で記入枠を付けて、こちらに該当する

ところにはマルを付けてもらうという形に変更するとともに、生産費を正確に評価するた

めに必要となる部分取壊しをした面積割合、このようなものを新たに追加するというもの

でございます。 

 それから、最後の⑭です。こちらは、雇用労働時間の把握に関して、生産管理の区分を

追加するというものでございます。技術習得ですとか、簿記記帳などの生産管理について

は、従来も調査票には入っていたのですけども、雇用労働者に関しては対象外として、家

族労働時間の方で把握しておりました。ただ、近年は雇用労働が高度化しているというこ

とで、こうした生産管理に関する労働時間というのも確認されていることから、実態を正

確に把握するために追加するというものでございます。 

 また、審査メモの本文の方に戻っていただきまして、こちらのウのところになります。

審査メモ、９ページです。 

 今回、変更されている変更のうち、調査票の分割、プレプリントの拡大、把握単位の変

更、それから調査事項の変更のうち、⑬、こちらについては、職員・調査員の負担を軽減

するとともに、報告者側の負担も併せて軽減させるものであり、実査上、特段の支障が想

定されないことから、適当と考えます。 

 それから、⑭での調査事項の追加については、近年の農業における雇用労働の高度化を

踏まえて実態を正確に把握しようとするものであることから、こちらも適当と考えます。 

 他方で、レイアウト変更のところ、それから調査事項の簡素化及び削除、こちらについ

ては、変更の趣旨は理解いたしますが、この調査事項の見直しというのも調査全体で見れ

ば限定的ということで、回答内容の詳細さというのは、基本的には変わっていないと。 

 結果として、調査票のページ数は増加しておりますし、職員の減少や、調査員の確保難

によって、将来的な自計の拡大も視野に入れざるを得ない状況を踏まえると、これらの変

更内容が、それに対応しているものかどうか、そういったことを確認するために全部で７

つの論点を立てております。 

 すみません。論点もページをまたいでしまって申し訳ないのですけど、全部で７つ立て

ているということで、説明は以上でございます。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。それでは、実施者の方から御回答いただき

ますけれども、おそらくこのまま進めますと、10分ないし15分ぐらいは延長ということ

になると思いますので、その点お含みおきください。 

 それでは、調査実施者の方からの御回答をよろしくお願いいたします。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 資料３の６ページを御覧いただき

たいと思います。論点を順次御説明させていただきます。 
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 まず１点目、レイアウト変更によってページが増えると調査実施上の支障はないかとい

うことでございますが、今回の申請では、調査票を全般にわたって大幅に見直しをしてい

るわけでございますが、これは調査事務に従事をします職員・調査員からの要望も踏まえ

て、報告者に対する聞き取りのしやすさ、聞き取った内容の記入のしやすさなど、円滑に、

効率的に調査を進めるために行うこととしております。 

 この変更に当たりましては、取扱いの容易さですとか、経験の浅い調査員でも見やすく、

理解しやすく、また、報告者にとっても分かりやすい調査票とするという観点から、さら

に民間事業者の知見も活用しながら、片面Ａ３をＡ４の冊子にするとか、設問や表の構成、

色使いなどを一新する。更には、調査票の文字や記入枠を大きくするということを行って

おるところでございます。この結果、Ａ３がＡ４になりましたので、見た目上、ページ数

としては増加しているわけですけれども、報告の対象となります調査事項、これも削減を

しておりますし、調査票としての扱いやすさ、分かりやすさ等々は大きく向上していると

いうふうに捉えておりまして、調査の実施におきます報告者、職員等の相互の負担軽減が

図られていると考えておるところでございます。 

 続きまして、自計の割合を向上させるということが目的の１つだけれども、将来的な更

なる自計化をどう見込むかということでございますが、今回の調査票の見直しによりまし

て、報告者の分かりやすさ等の向上を通じて自計の割合の増加を図っていくこととしてご

ざいます。 

 しかしながら、この調査は経営全体で投入した費用のうち、調査対象品目の生産に要し

た部分を切り出す、そういった非常に難度の高い調査でございますので、更なる自計の拡

大ということにつきましては、非常に高いハードルはあると思っております。いずれにし

ましても、まず今回の見直しの効果、これも確認をしながら、更なる報告者負担の軽減に

向けた見直し等、これは、当然不断に取り組んでいく必要があると考えてございます。 

 続きまして、自計によるオンライン回答はどの程度かということでございますけれども、

御説明申し上げましたとおり、この調査は大変難度の高い調査でございますので、現状、

オンラインシステムを使って自計した電子調査票を報告している事例というのは、ほとん

どございません。ただ、電子化した決算書類等、これを送っていただくということについ

て申し上げれば、これも数は本当に少ないのですけれども、令和６年の実績では、農産物

生産費で0.7％、畜産物生産費で0.8％というもので、そういった対応をしていただいて

いるというところでございます。 

 続きまして、プレプリントに関してでございます。まず、現状の調査体系におきまして

は、前年から調査を継続している報告者につきまして、通常、前年からの変動が少ないこ

とが見込まれる資産の所有状況、所有地ですとか、借入れ地ですとか、建物、機械、この

ようなものですとか、あるいは、前年値が記入に当たっての参考となる品目、各品目の作

付面積等でございますけども、このようなものについては、あらかじめ調査票にプレプリ

ントをしてございます。 

 また、畜産物の生産費におきましては、牛トレーサビリティ制度に基づきます、牛個体

識別台帳データというのがございますので、ここに記録をされております牛の出生・死亡
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等の異動情報を取得しまして、調査期間内の牛の取引情報をプレプリントしているという

ことを、プレプリントとして行っているところでございます。 

 続きまして、プレプリントをこれまでどのように行ってきたのか。今後、方法が変わる

のかということでございますが、システムを用いまして、前年の調査票の情報をプレプリ

ントするという形で従前は行っておりまして、この方法は、今後も特段変更するというも

のではございません。 

 さらに、報告者負担軽減の観点からの更なる調査事項の簡素化、削除の可能性というこ

とでございますが、今回、調査項目の削減、簡素化を行うに当たりましては、詳細にかな

り長期の時間もかけて利活用部局、あるいは地方農政局等と調査項目の一つ一つについて

そういった調整を行いまして、調査の目的である生産費の算定、利活用面からの必要性、

一方で、調査に係る負担等を総合的に勘案した結果として、今回の見直し案を取りまとめ

ているところでございます。 

 こうした調整の結果としての今回の見直し案でございますので、現時点で想定をしてお

ります、更なる項目削減等はございませんけれども、今後とも報告者の負担軽減、そうい

った観点には当然留意をしながら、調査内容等の必要な見直しを検討してまいりたいと考

えております。 

 最後に、今回の調査項目の見直しで、経営耕地ですとか世帯員数ですとか、このような

調査事項を削ることになるわけですが、これについてこれまでの利活用、さらに今後は必

要ないと整理した理由についてでございますが、これらの土地あるいは労働力に関する調

査事項につきましては、生産費を計算する上で、土地とか労働力というのは当然重要な要

素でございますので、例えば、まず土地に関していうと、対象品目の生産に要した農地、

それから倉庫の敷地、このようなものの面積ですとか、作付けた面積というのは、引き続

き把握をしております。さらに、労働力に関しても、対象品目の生産に要した作業別の労

働時間、このようなものは、今後も把握をしているという形になってございます。 

 一方で、経営概況の経営耕地ですとか世帯員数、農業就業者数等、これらにつきまして

は、当然、農業経営上の重要な要素ではあるわけでございますけれども、対象品以外の品

目の生産に係るものも含まれておりまして、本調査の本来の目的でございます生産費の算

定、それ自体には用いていないというようなこと。更には、利活用部局がいろいろな経営

分析等を行う際に用いられていたという実態も確認はしてございますけども、一方で、こ

れらの項目は悉皆調査でございます、農林業センサス等での把握もできているということ

でございますので、これらについては、当然、利活用部局と十分な協議を行った上で、本

調査の調査項目としては、削除することとしたというところでございます。 

 以上でございます。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。大変多岐にわたるというか、資料の数が膨

大ということで、細かいことについて全部議論するということは少しできないと思うので

すけれども、今の御説明に関しまして、御意見、御質問等がございましたら、承りたいと

思います。 

 松下臨時委員、よろしくお願いいたします。 
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○松下臨時委員 また細かいところから伺ってしまうのですけれども、最後の土地と労働

力に関しては、悉皆調査である農林業センサスで把握しているのでとか、あとは対象品目

の生産に関わるもの以外も含まれているのでというようなところを御説明いただいたと思

うのですけれども、この土地や労働力というのは規模というような観点で、農林業センサ

スの悉皆調査で、農林業センサスの母集団において、今回の回答サンプルがどの規模に属

するものかというような、その回答サンプルの属性として把握しておく必要はないでしょ

うかというのが、１点目です。 

 もう１点は、私は調査票の設計や調査の実施も行っていたので少し気になったのですけ

ども、氏名を作業者に変えることで、かえって分かりにくくなったりしないでしょうかと

いうのが心配です。そちらも含めまして、そもそも回答者の方に、実際に少し御回答いた

だくような形で、分かりやすくなったのかとか、分かりにくくなったのかとかというよう

な、実際の回答者に行っていただいて、フィードバックをいただく場を持たれたことはあ

りますでしょうかというのが、少しお伺いしたい内容です。 

○西郷部会長 どうもありがとうございます。御回答をよろしくお願いします。 

○道菅農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長 まず１点目、土地なり労働力なり、

今回項目を削減すると。正に今回、我々の調査で調査のサンプルの方が、そのような属性

としてどういう状況かというところまでも把握しておく必要があるか、ないかということ

だと思います。様々な分析の仕方をしていくときに、そういったひも付いた形で、別途、

センサスのデータということではなくて、調査客体、その人がどうなのかと。こういう生

産コスト構造の人が、例えば、経営概況としてどうなのかと、経営耕地がどうなのかとい

うところはできればあった方がということは、率直に私どももそのように考えてございま

す。 

 ただ、なかなか少しお答えが、やはり従前と同じようなことを繰り返すことになってし

まうのですけれども、今、前提として、やはりできる限り調査項目を減らしていきたい。

そういった中で、特に今回は生産費の算定、これが正に本来のこの調査の目的でございま

すから、当然、それはやらなきゃいけないのですけれども、それ以外のところは、当然こ

れは利用する部局、それは交付金という意味ではなくて、いろいろなそういった経営分析

をやるような部局とも当然議論をさせていただいた上ではあるのですけれども、そこは、

今回、正直優先順位の問題として、全体の総合的な判断として削除させていただくという

判断をさせていただいたというところになろうかと思います。 

○松下臨時委員 分かりました。ありがとうございます。 

 あともう１つです。作業者に変更するところでは、関係性で答えさせる、父とか母とか

というのがあったと思うのですけども、あれはかえって少し分かりにくいように思ったの

ですが、そもそもお答えいただいて分かりやすくなったとか、ならなかったとかっていう

フィードバックをいただくみたいなのは、あったのでしょうかというところです。 

○西郷部会長 お願いします。 

○吉江農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課課長補佐（畜産物生産費統計班） 農

林水産省の吉江と申します。よろしくお願いします。 
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 氏名を作業者に変えるという変更をいたしましたのは、先ほど、総務省からの御説明に

もありましたとおり、個人情報の最たるものだということと、あとは、我々専門調査員が

農家さんに伺って、ある程度、世帯員の構成とかが頭に入った上で、父、母、祖母、そう

いった形で書いてもらえれば、一定程度のことは、氏名ではなくても把握できるのかなと

思っております。 

 あと実際に、試行的に実施してみて、そのフィードバックがあったかということですけ

れども、実際上は試行調査的なものはしておりませんけれども、実際に現場で調査を行っ

ている調査員なり、職員なりからの意見を伺ってから、このような改正をしておりますの

で、問題ないのかなというようには認識しております。 

 以上でございます。 

○松下臨時委員 ありがとうございます。 

 １点だけ。作業者の父とか母とかというのが、私の経験上、誰から見た父とか、誰から

見た母とかというのが、すごく混乱しがちだったなと、過去に世帯調査などを実施したと

きに思いますので、何か「回答者から見た関係性」というように、注釈をしていただくの

がよいかなと思いました。すみません。細かいところですが、御回答ありがとうございま

した。 

○西郷部会長 ありがとうございます。 

 小西臨時委員、よろしくお願いします。 

○小西臨時委員 もう12時を過ぎてしまったので、これから全部議論するということは

ないと思うのですけど、７点論点立てがあって、今までの議論だと、調査事務を行う方へ

の負担の議論が多かったですが、客体負担にもダイレクトに影響があります。先ほど、松

下臨時委員からもありましたけど、調査項目の聞き方も変わっているところなので、でき

れば１つずつ議論していただけるとありがたいなと思いました。 

○西郷部会長 分かりました。ありがとうございます。そうですね。今日中に全部の論点

について議論を尽くすというのは難しいと思いますので、一つ一つやりたいと思います。 

 ですので、本日は、調査実施者からの説明が終わったというところまでで一旦閉じさせ

ていただいて、次回、質問を出していただくところから始めるということにしたいのです

けど、小西臨時委員、それでよろしいですか。 

○小西臨時委員 大変助かります。松下臨時委員、すみません。もう一度、また質問して

いただくことになるのですけど、よろしくお願いいたします。 

○松下臨時委員 同感でございます。本当にありがとうございます。 

○小西臨時委員 ありがとうございます。 

○松下臨時委員 助かります。 

○小針専門委員 １点だけ少し確認をさせてください。 

 今回のこの調査票の見直しということに関して、どこまでの粒度というか、レベル感で

議論し、コメントするのか、委員の立場で見るのかというのがすごく難しいなと思ってい

ます。それぞれの品目ごとに聞くことが全然違うということも含めて、この部会で、何を

ポイントに議論するのかを少し整理できておくと、次回のときに質問から入るのにスムー
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ズかなと思ったので、少し言い方が難しいのですが。 

○川原総務省総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 事務局でございます。御

指摘いただきありがとうございます。 

 まず、私どもの審査という過程で申し上げますと、基本的には調査事項の変更なり削除

というのが、まずは確認の中心になりまして、レイアウトの変更といいますか、レイアウ

トそのものは、じっくり見ていただいてというところはあまりないのではありますが、一

方で、調査票でございますので、他計が中心とはいえ、やはり記入のしやすさなり、正確

に回答できるかといったところも、やはり論点としてはあろうかと思います。 

 本日、事務局の方から変更点については、一つ一つ御説明をさせていただきました。こ

の内容については、おそらく次回の部会で御確認をいただくことになろうかと思いますけ

れども、まずはそれらの事項が中心になろうかと考えております。 

 あと全体として、少し紙の量が増えている部分とかは、何が正解かというのはないとい

えばないところがございますので、その辺りは、もしお気付きの点があればコメントを頂

戴できればと考えてございます。 

 若干、抽象的な御説明で恐縮ではございますが、次回は、少しその辺りが明確に整理で

きるように、事務局と、また農林水産省と少し調整をさせていただいて、次回はお示しさ

せていただければと思います。 

 以上でございます。 

○小針専門委員 ありがとうございます。項目の変更が、どこまでを見て項目の変更なの

かなと。例えば、（１）くらいが大きいのか、その中のというところも含めて少し。 

○川原総務省総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 そうですね。基本的には、

調査事項の追加ですので、完全に新しいことを聞くとか、あとは、今まで聞いてきたもの

をもう少し詳細にするとか、逆に統合するとかというのを、一応変更というふうに呼んで

はおるのですけれども、ある意味、今まで取っている調査事項から少し取り方を変える部

分を、変更とは見ております。 

 そのような意味では、一応、全てが申請の対象ということにはなるわけでございますけ

れども、今も申し上げたとおり、結構分量も多いので、どこまで精緻に実施していただく

かというのはあるのですが、一応、変更の審議のまないたとしては、その部分まで載って

いるというふうに御理解いただければと思います。 

○小針専門委員 承知しました。ありがとうございます。 

○西郷部会長 ほかにございますか。 

 私の司会進行が非常に滞りまして、大変申し訳ございません。先ほど申しましたように

審議の方は、２番目の論点の説明、２番目というのは、調査票・調査事項の変更に関して

の説明までが終わって、それに対する質疑応答の部分は、次回の部会で続行するという形

にさせていただきたいと思います。それまでに論点等をこちらでまとめるべきものがあり

ましたら、メール等でこちらに御連絡いただくという形にさせていただければと思います。 

 今日、御審議いただいた結果に関しましては、直近の統計委員会で、私の方から連絡さ

せていただきます。 
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 あと、メール等で御意見いただく場合には、ショートノーティスで大変申し訳ないので

すけれども、４月14日までに、事務局の方にメール等で寄せていただければ助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局の方から御連絡をお願いいたします。 

○徳田総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官付主査 事務局でございます。御

審議ありがとうございました。 

 今、部会長からお話がありましたとおり、次回の本調査に係る部会は５月11日月曜日

を予定してございます。次回は、午後１時開始となりますが、今回と同様で実参加とウェ

ブの併用による開催を予定しております。お忙しい中、お時間をいただき恐縮ですが、御

参加のほど何とぞよろしくお願いいたします。 

 また、追加の御質問や、お気付きの点等がございましたら、部会長からお話がありまし

たけれども、４月14日火曜日までに、メールにより事務局まで御連絡をいただければと

考えております。 

 また、本日の配布資料ですけれども、次回以降の部会でも資料として利用しますので、

保管していただければと考えております。 

 最後に、本日の議事録につきましては、後日、事務局で作成した上で、別途メールで御

照会させていただきますので、こちらにつきましても御確認のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○西郷部会長 それでは、今日の部会はこれにて終了といたします。活発な議論をどうも

ありがとうございます。次回もどうぞよろしくお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 


